
「加東市部落差別の解消の推進に関する条例」と解説

（目的）

第１条　この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部

落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有

を保障する日本国憲法及び部落差別のない社会の実現を目指す部落差別の解消の推

進に関する法律（平成28年法律第１０９号）の理念にのっとり、部落差別は許されないも

のであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の

解消に関し、基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、市民の役割等について

定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない加東市を実現するこ

とを目的とする。

じょうれい　　　　　  げん　 ざい                      ぶ　 ら く    さ　べ　つ　　  　　そん　ざい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じょう ほ う　 か      　　 しん　 てん　　　 ともな　　　　　　ぶ

にん  しき　　　  　もと　　　　　　　　　　　　かい  しょう     じゅう  よう        　か　  だい かんが　　　　　　ぶ　　らく　　さ　　べつ　　　　

さだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶ　  らく　   さ　 べつ　　　　　かい  しょう すい  しん 　　　　　　　　　　　　　  ぶ　　らく　   さ　 べ つ                      か　  とう　 し          じつ   げん

だいいちじょう

 らく  　さ　　べつ　　　　かん　　　　　　 じょう  きょう        へん　　か　　　　 しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　　　　　　　　すべ　　　　　　　こく　みん　　　　　き　　ほん　てき　　じん　けん　　　　  きょうゆう　

　ほ　　しょう　　　　　　　に　　ほん　こく　　けん　　ぽう　およ　　　　ぶ　　　らく　　さ　　べつ　　　　　　　　　しゃ　　かい　　　　じつ　　げん　　　 め　　　ざ　　　　 ぶ　　らく　　さ　　べつ　　　　かい　しょう　　　   すい

しん　　　　 かん　　　　　　　ほう　　りつ　　　へい　　せい　　　　 ねん　　ほう　りつ　　だい　　　　　　　　　　　　　　　　  り　 ねん　　　　　　　　　　　　　　　　 ぶ　　らく　　さ　　べつ　　　　 ゆる

かい　しょう　　  　かん　　　　　　  き  　ほん　  り　   ねん　　　  さだ　　　　　   し　　　　 せき　  む　　　　  あき 　し  　みん　　　　やく  　わり　とう　　　　　　　　　　　

もく　てき

もく　てき

　　　　加東市における部落差別の解消に関する基本理念と市の責任と義務を定

めることで、部落差別のない加東市を実現するという目的を定めています。

か　　 とう　　し　　　　　　　　　　　　　ぶ　　 らく　  さ　　べつ　　　　かい　 しょう　　　 かん　　　　　　　 き　　ほん　　り　　ねん　　　　　し　　　　 せき　　にん　　　　ぎ　　　む　　　　さだ　

ぶ　　らく　　さ　　 べつ　　　　　　　　　　か　　とう　　し　　　　じつ　　げん　　　　　　　　　　　　　　もく　 てき　　　　さだ

（基本理念）

第２条　部落差別の解消に関する施策は、全ての市民が等しく基本的人権を享有する

かけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する

必要性に対する市民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、偏見を払拭し、部

落差別のない加東市を実現することを旨として、行わなければならない。

　ぶ　 ら く　   さ　  べつ　　　　かい しょう  　　  かん   　　　　　　　し　 さくだい　に　じょう

 こ　じん　　　　　　　　　　そん ちょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　 ねん　　　　　　　　　　　　　　　　 ぶ　  らく    さ　　べつ　　　　かい　 しょう　

ひつ　よう　　せい　　　　たい　　

き　　ほん　　り　　ねん

　　　　加東市における部落差別の解消に関する施策を推進するための基本理念を

定めています。

か　　 とう　　し　　　　　　　　　　　　　ぶ　　 らく　  さ　　べつ　　　　かい　 しょう　　　 かん　　　　　　　 し　 さく　　　　すい　 しん　　　　　　　　　　　　　　　　き　　ほん　　り　　ねん

さだ

すべ　　　　　　　 し　  みん 　　　　ひと　　　 　　　　き　　ほん　てき　　じん　けん　　　　きょう　ゆう

し　  みん 　ひと　  り  　ひと   　り　　　　　　り　 かい　　　　ふか　　　　　　　　　　　  つと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 へん  けん　　　　 ふっ  しょく　　　　　    ぶ　 

 らく　  さ　  べつ  　                  か　  とう    し         じつ　 げん　　　　　　　　　　　　　　むね　　　　　　　　　　 おこな

（市の責務）

第３条　市は、前条の基本理念にのっとり、国及び県との連携を図りつつ、部落差別の解

消に関する施策を講ずる責務を有する。

し　　　　　　　ぜん じょう　　　　 き　　ほん　　り　  ねん 　だい さん　じょう

ひつ　よう　　せい　　　　たい　　

　　　　加東市には部落差別解消のための施策を講じる責任と義務があることを定

　　　　めています。

か　　 とう　　し　　　　　　　 ぶ　　 らく　  さ　　べつ　　かい　しょう　　　 　　　　　　　　 し　 さく　　　　　こう　　　　　　　せき　　にん　　　　ぎ　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　 さだ

 し　　　　 せき　　む

くに　 およ　 　　  けん　　　　　　 れん 　けい　　　　はか ぶ　　らく　　さ　　べつ　　　　かい

しょう　　　 かん　　　　　　　し　　さく　　　　こう　　　　　　　せき　　む　　　　ゆう
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（市民の役割）

第４条　市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別の解消に努めなければならない。
し　 みん　　　　　　そう　　ご　　　　　き　　ほん　てき　　じん　けん　　　　そん　ちょう　　　　　　ぶ　　 らく　 さ　 べつ　　　　 かい　 しょう　　　つとだい よん　じょう

ひつ　よう　　せい　　　　たい　　

        部落差別の解消を推進するための、市民のみなさまの役割について定めています。
ぶ　　 らく　 さ　　べつ　   　かい　しょう　　　 すい　しん                                    し　　みん　　　　　　　　　　　　　　　　　やく　わり　　　　　　　　　　　 さだ

し　  みん　　　　 やく　わり

（相談体制の充実）

第５条　市は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
し　         　 ぶ　　らく　　さ　　べつ　　　　かん　　　　　　 そう　だん　　　　 てき　　かく　　　　おう　　　　　　　　　　　　　　 たい 　せい　　　　じゅう　じつ　　　 はかだい  ご　 じょう

ひつ　よう　　せい　　　　たい　　

加東市において、部落差別に関する相談体制の充実を図ることを定めています。
　か　とう　　し　　　　　　　　　　　　　　 ぶ　　 らく　 さ　　べつ　   　かん　　　　　　 そう　 だん　たい　 せい　　　 じゅう　じつ　　　 はか                       さだ

そう　だん　たい　  せい　　　　じゅう じつ

（教育及び啓発）

第６条　市は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
し　         　 ぶ　　らく　　さ　　べつ　　　　かい　しょう　　　　　　　　　　　　　ひつ　 よう　　　　きょう　いく　 およ　　　　 けい　はつ　　　 おこなだい  ろく　 じょう

ひつ　よう　　せい　　　　たい　　

加東市において、部落差別を解消するために必要な教育、および啓発を行うこ

とを定めています。

　か　とう　　し　　　　　　　　　　　　　　 ぶ　　 らく　 さ　　べつ　   　かい　しょう　　　　　　　　　　　　　 ひつ　 よう　　　 きょう　いく　　　　　　　　　　　けい　はつ

　　　　 さだ

きょう いく　 およ       　けい   はつ

（調査の実施）

第７条　市は、部落差別の解消に関する施策を推進するため、国が行う部落差別の実態に係る

調査に協力するとともに、必要に応じて、部落差別に関する意識調査等を行うものとする。

部落差別解消に関する施策を推進するために、加東市は、国が行う部落差別の

実態に係る調査に協力し、必要に応じて、部落差別に関する意識調査等を実施

することを定めています。

ぶ　　らく　　さ　　べつ　 かい　 しょう　　　かん　　　　　　　し　　さく　　　　すい　 しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　とう　　し　　　　　　 くに　　　　おこな　　　　ぶ　　らく　　さ　　べつ

じっ　　たい　　　　かか　　　ちょう　 さ　　　　 きょう　りょく　　　　　ひつ　よう　　　　  おう　　　　　　　　ぶ　　らく　　 さ　 べつ　　　　かん　　　　　　　い　　しき　ちょう　 さ　　とう　　　　じっ　　し

　　　　　　　　　　　　さだ

　 ちょう　さ　　　   じっ　　し

だい なな じょう　　　　し　　　　　　ぶ   　らく 　さ　 べつ       　かい　しょう　　　かん　　　　　　し　　さく　　　　すい　しん　　　　　　　　　　　　　くに　　　　おこな　　　ぶ　　らく　　さ　　べつ　　　じっ　 たい　　　　かか

ちょう　さ　　　　きょう りょく　　　　　　　　　　　　　　　　　ひつ　よう　　　　おう　　　　　　　  ぶ   らく　　さ　　べつ　　　かん　　　　　　　い　 しき  ちょう　さ　　とう　　　おこな 　
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（推進体制の充実）

第８条　市は、部落差別の解消に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び部落差別の

解消に取り組む各種団体との連携を深めるとともに、施策の推進体制の充実を図るものとする。
ひつ　よう　　せい　　　　たい　　

部落差別解消に関する施策を推進するために、加東市は、国や県、そして部落差

別の解消に取り組む各種団体と連携して、推進体制の充実に努めることを定めて

います。

ぶ　　らく　　さ　　べつ　 かい　 しょう　　　かん　　　　　　　し　　さく　　　　すい　 しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　とう　　し　　　　　　 くに　　　 けん      　　　　　　　　 ぶ  　らく　　さ

べつ　　　　かい　しょう　　　　と　　　　　く　　　　かく　  しゅ 　だん　たい　　　　れん　けい　　　　　　　　 すい　しん 　たい　 せい　　　　じゅう　じつ　　　 つと　　　　　　　　　　　　　　さだ

　　すい　しん　たい　せい　　　 じゅう  じつ

だい はち じょう　　　　し　　　　　　ぶ　　らく　　さ　 べつ　　　 かい　 しょう　　　かん　　　　　　 し　　さく　　　 こう  　か 　てき　　　  すい　しん　　　　　　　　　　　　　くに　　　けん　およ　　　　　ぶ　 らく　  さ　 べつ

かい　しょう　　　 と　　　　 く　　　　かく　 しゅ　 だん　たい　　　　     れん　けい　　　 ふか 　　し　 さく　　　　すい　しん　 たい　せい　　　 じゅう　じつ　　  はか 

（諮問）

第９条　市長は、部落差別の解消に関する施策を推進するに当たっては、加東市人権問題審議

会に諮問することができる。
ひつ　よう　　せい　　　　たい　　

部落差別解消に関する施策の推進に当たっては、加東市長は加東市人権問題

審議会へ審議を求めるほか、意見を聴くことができることを定めています。

ぶ　　らく　　さ　　べつ　 かい　 しょう　　　 かん　　　　　　　し　　さく　　　　すい　 しん　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　か　　とう　  し　 ちょう　　　　か　　とう　　し　　じん　けん　 もん　だい

しん　　ぎ　　かい　　　　しん　ぎ　　　　 もと　　　　　　　　　　　　　　い　　けん　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さだ

　　 し　 もん

だい きゅう じょう　　　し　　ちょう  　　　　ぶ　　らく　　さ　 べつ　　　 かい　 しょう　　　かん　　　　　　 し　　さく　　  すい　しん　　　　　　　　　 あ　　　　　　　　　　　　　か　　とう　 し　  じん  けん   もん  だい   しん    ぎ

かい　　　　し　　もん 

（委任）

第10条　この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

条例を施行するために必要な事項がある場合は、規則等で別に定めます。
じょう　れい　　　　し　　こう　　　　　　　　　　　　　　ひつ　 よう       　じ　　こう　　　　　　　　　　ば　あい　　　　　 　き　　そく　 とう      　べつ　      さだ

　　 い　にん

だい　じゅう じょう 　　　　　　　じょう　れい　　　　し　　こう　　　 かん　　　　　　ひつ　よう　　　　 じ 　 こう　        　し　 ちょう　　　べつ　　 　さだ

附　則

この条例は、公布の日から施行する。

この条例は公布の日（平成30年9月26日）に施行されました。
じょう　れい　　　　こう　  ふ　　　　 ひ　　　 へい　 せい　       ねん　    がつ　       にち　　　　　　し　　こう

　　ふ　　　　そく

　　　　　　じょう　れい　　　　　こう　　ふ　　　　 ひ             　し    こう
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